
　　　　　　　主　　　文

　原告の請求を棄却する。
　訴訟費用は原告の負担とする。

　　　　　　　事　　　実

第一　当事者の求める裁判
一　原告
１　被告は原告に対し、公共企業体仲裁委員会が原告と被告との間の「賃金ベース
の改訂および年末賞与金の支給その他に関する紛争」について昭和二五年三月三一
日仲裁指示第三号をもつてなした別紙（二）記載の指示の実行義務あることを確認
する。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二　被告
主文と同旨の判決
第二　請求原因
一　被告（以下国鉄ともいう）は日本国有鉄道法によつて設立された公法人であつ
て、公共企業体労働関係法（昭和二七年法律第二八八号による改正前、以下公労法
という）によつて公共企業体とされている。原告は被告の職員を組合員とする法人
格を有する労働組合である。
二　原告と被告とは、賃金その他雇用の基礎的条件に関する成文の労働協約を結ぶ
ため毎年少くとも一回団体交渉の義務があるのであるが、昭和二四年度の団体交渉
においては、
（１）　賃金ベースの改訂
（２）　年末賞与金の支給
に二点について交渉は決裂した。そこで原告は同年九月一四日国鉄中央調停委員会
に調停申立をし、右調停委員会の調停案を受諾したが、被告において受諾しなかつ
たので調停は不調となつたため、更に同年一〇月二八日公共企業体仲裁委員会に仲
裁申請をしたところ、仲裁委員会は同年一二月二日職員の労働条件に関して別紙
（一）のとおり裁定をした（以下本件裁定という）。
三　仲裁委員会の裁定は、原告と被告が労働協約を締結した同一の効力を生ぜしめ
るから、労働協約の場合に準じて裁定書を作成するこにより即時規範的効力と債務
的効力を併せ発生するのである。
従つて、（一）　本件裁定の規範的効力によつて、被告は原告の組合員に対し、
１　予算上資金上支出可能な部分については原告とその配分方法を協議決定のう
え、即時これを支払うべき義務を、
２　予算上資金上支出不可能な部分については、支出可能となることを条件とし
て、右のように配分して支払うべき義務をそれぞれ負うものであり、
（二）　本件裁定の債務的効力によつて被告は原告に対して裁定各条項の実行義務
を負うものである。
四　しかして被告は本件裁定に関し、昭和二四年一二月一〇日運輸大臣を経て大蔵
大臣に対し昭和二四年度公布既定予算内により、（イ）損益勘定において（Ａ）石
炭費の節約により五億六、三三九万六千円、（Ｂ）修繕費の繰延べにより一一億
六、六六〇万四千円、（ロ）工事勘定において人件費その他の節減により七、七四
三万七千円、以上合計一八億七四三万七千円を支出可能として、これが費目の流用
並びに昭和二四年度第三、四半期支出負担行為計画額の修正の承認を求めたとこ
ろ、大蔵大臣はこれに対し、（イ）損益勘定において（Ａ）石炭費の節減による部
分は申請どおり五億六、三三九万六千円、（Ｂ）修繕費については八億六、三一九
万一千円、（ロ）工事勘定において七、八四一万三千円、合計一五億五〇〇万円に
ついてのみ流用承認をなした。被告は同月中右流用承認額（職員一人当り平均三〇
〇一円）を年末臨時給与として被告職員に支払つたが、前記差額部分三億二四三万
七千円については大蔵大臣の承認が得られずまた国会の承認議決がなかつたことを
理由に支払わない。
五　原告は昭和二五年三月三〇日公共企業体仲裁委員会に対し、本件裁定第四項に
基づき前記差額分の配分法についての指示申請をしたところ、同委員会は翌三一日
仲裁指示第三号をもつて、別紙（二）のとおりの指示をした。



六　これによつて原告の組合員は被告に対し一人当り六〇五円宛の賃金債権を確定
したものとして取得するに至つた。
　よつて原告は被告に対し右賃金債権の実行義務があることの確認を求める。
第三　原告の訴の変更に関する被告の主張および原告の反論
一　被告の主張
　原告が申請人、被告を被申請人とする東京地方裁判所昭和二五年（ヨ）第三五五
八号仮処分申請事件において同裁判所が昭和二五年二月二五日なした、「被告は本
件裁定に従わなければならない」旨の仮処分判決につき、被告のなした起訴命令申
立に基づき、同裁判所が起訴命令を発し（昭和二五年（モ）が第七四四号事件）、
これに対し原告が提起したのが本件訴訟であり、当初の請求の趣旨は「被告は本件
裁定を実行しなければならない」というものであつた。
　ところで、民訴法七四六条の趣旨、目的は、保全処分によつて保全された請求権
の存否を確定することにより、仮処分債務者の負担する保全処分によつて形成され
た暫定的法律状態の拘束から、仮処分積務者を脱却せしめるところにある。
　従つて同条にいう本案訴訟は保全処分によつて保全された請求権の存否を確定す
る手続であり、またその目的とする請求権は保全処分の請求権と同一性を有するも
のでなければならない。
　そうすると、請求の基礎に変更がなくとも、保全処分により保全された利益が減
縮変更された場合の請求権は右の意味の同一性がないというべきである。けだし、
本案訴訟の請求の減縮変更により、保全された請求権中には、本案訴訟で請求され
ない部分が残り、この残された請求権は依然不確定浮動的なもので、被告は依然保
全処分の存続による負担から脱しえず、かかる状態を是認するがごとき請求の減縮
変更を本案訴訟で許すことは民訴法七四六条の前記趣旨に反する。なお本件では、
右仮処分判決が控訴審で取り消され、最高裁でも上告棄却となつたが、右法条にい
う本案訴訟は保全裁判所の保全処分の裁判があつたことを前提としての規定である
から、保全処分のその後の運命とは関係がない。従つて原告の右訴の変更は不適法
である。
二　原告の反論
　被告主張の仮処分判決はその後取り消され、被告としては、保全処分による拘束
をうける浮動的状態は現に存しないわけであるから、被告の右主張は実益がない。
　また保全処分と本案訴訟の同一性は、請求の基礎において判断さるべき問題であ
り、本件で被告は請求の基礎に変更がないことを争つていないから、保全処分の請
求と本案訴訟の請求の同一性が失われるいわれはない。さらに本案訴訟の請求の範
囲が保全処分の請求の範囲より狭い場合でも、保全処分の全てが取り消されるわけ
ではなく、超過した限度で取り消されるか、または超過の保全処分の範囲で損害賠
償請求の問題が生ずるにすぎない。
　以上いずれにしろ、本件において請求の趣旨の減縮変更が許されないとする根拠
はみあたらない。
第四　請求原因に対する答弁と主張
（答弁）
　請求原因一ないし五は全部認める。
（主張）
一　本件裁定は、既に支払を了した一五億五〇〇万円の部分を除いては公労法第一
六条にいう被告の予算上又は資金上不可能な支出を内容とする場合に該当する。
（一）　公労法第一六条にいう「公共企業体の予算上又は資金上不可能な支出を内
容とする」場合に該当しないためには、（１）被告の既定予算中給与の「目」自体
において支出の余裕ある場合、（２）財政法第三三条三項の規定により国鉄総裁限
りで予算を流用しうる場合、（３）同条一項、二項および、予算決算および会計令
第一七条により大蔵大臣が予算の移流用を承認した場合、（４）財政法第三五条
二、三項により、閣議において予備費使用の決定をした場合のいずれかでなければ
ならない。即ちこれら財政および会計諸法令の適用により、予算に支出の余裕の存
する場合に限られるのであるが、本件裁定については、前記一五億五〇〇万円の部
分のみが右（３）にかかげる大蔵大臣の承認によつて支出可能となつたが、その余
の部分については右（１）ないし（４）のいずれにも該当しないので、予算上支出
不可能というほかない。なお公労法第一六条にいう「資金上」とは、公共企業体の
資金を供給するため特別の機構が設けられる場合を予想しての規定であるが、現在
はこのような機構は未だ存しないのでここでは問題とならない。
（二）　ところが公労法第一六条を、右にかかげたような財政上の諸規定に対する



特別法と解し、客観的に移流用又は予備費の支出等の余裕がありさえすれば、大蔵
大臣の承認又は内閣の決定等の行政行為を要せずして、公労法第一六条の解釈上支
出可能とする見解がある。この見解は結局仲裁委員会が実質上これらの行政行為を
なしたのと同一の結果をもたらせようとするものであるが、右の承認や決定は極め
て高度の政治的責任を伴う最高度の行政行為であつて、公共企業体の財政内容は勿
論、国家財政全般につき精密な資料に基づく広般且つ適確な視野に立ち得るものに
してはじめて可能であり、法は大蔵大臣又は内閣をもつてしてはじめてこの地位に
立ち得るものとしているのである。このような実質に着目するならば、裁定の場合
においてもなお大蔵大臣の承認又は内閣の決定が必要であることは明らかである。
　仮にこの点を消極に解したとしても、本件裁定は一五億五〇〇万円を除くその余
の部分については、客観的に支出不可能なものである。すなわち、大蔵大臣が承認
しなかつた前記差額分三億二四三万七千円は、国鉄総裁が既定予算の修繕費中線路
の保守費・機関車の修理費等を繰り延べることによつて本件裁定の一部に捻出充当
する意図をもつて流用の承認申請をなしたものであるが、右の如き経費を繰り延べ
ることは国鉄の運営上障害を来たし、ひいては公共の福祉を害することになるので
大蔵大臣が削減したものである。従つて右差額分は国鉄の業務の運営上必要欠くべ
からざる経費で本件裁定に融通支出することはできない性質のものであるから、本
件裁定は一五億五〇〇万円のみが客観的に支出可能であつて、その余の金額は客観
的に予算上不可能な支出を内容とするものといわねばならない。
（三）　又大蔵大臣の承認や内閣の決定を要するとしても、裁定に関する限り、こ
れらは法規裁量行為であるとし、更に進んで現実にこれらの行政行為がなくとも裁
判所はこれらの行為があつたと同一の結果となるような支払を命じ得るものとする
見解がある。しかしながら、承認又は決定という行為の実体に着目すれば、単なる
予算の実施（支出行為）の限度を超え、予算上新らしい「項」の設定ないしある
「項」の経費の金額の増加としての性質を有しており、それは本来国会の予算審議
権の範囲に属するものであるが、ただ予算を有機的かつ合目的々に機に臨み変に応
じて有効適切に使用せしめるため行政庁にその権限を委ねたのであり、しかもその
重要性に鑑み最も直接に国会に対して責任を負う大蔵大臣又は内閣をしてその任に
当らしめたのである。しかして大蔵大臣又は内閣が承認又は決定をするに当つて
は、単に公共企業体の経理のみに着眼することをもつては足らず、前（二）の如き
高度の政治的観点に立つてしなければならないのであるから、右は自由裁量行為た
ること明白である。又仮りに百歩を譲つて大蔵大臣又は内閣の承認又は決定が法規
裁量行為であるとしても、そのことは行政庁の行為自体を不要ならしめるものでは
ないから、大蔵大臣又は内閣が法規裁量行為をしないからといつて、裁判所はその
行為があつたものとして、或いはこれをなしたと同一の結果を招来するような判断
はなし得ない。
（四）　なお前記（二）以下の見解は、公労法による仲裁制度の趣旨を、公共企業
体の職員から争議権を奪つた代償として認められたものであり、この仲裁制度があ
るからこそ、公共企業体の職員から争議権を剥奪しても適憲たるを失わないのであ
ると解し、これを根拠とするのであるが、しかしながら争議権の剥奪と仲裁制度の
設置とは本来無関係なものであり、それぞれ別個の理由に基づくものである。一般
私企業にあつては、争議権と仲裁制度が同時に認められ、国家公務員にあつては争
議権も仲裁制度も共に認められていないが、共に適憲たるを失わないが、公共企業
体の職員について争議権が剥奪されているのは、企業の公共性と重要性に鑑み、国
家公務員と同様、憲法第一五条二項の全体の奉仕者たる性格を有し、これに対し争
議権を賦与することが憲法第一二条後段及び第一三条の公共の福祉と調和し難いか
らであり、仲裁制度を認めたから争議権を剥奪したものではない。従つて、極論す
れば、仮りに仲裁制度を設置することなく、公共企業体の職員から争議権を剥奪し
ても、国家公務員の場合と同様適憲たるを失うものではない。公共企業体とその職
員の間に、特に仲裁制度を認めたのは国家公務員の場合と異なり、団体交渉権と労
働協約締結権を認めたことに基ずくものである（国家公務員法第九八条二項、公労
法第八条参照）。すなわち一方が団体交渉又は労働協約の締結に応じないときに
は、この団体交渉権及び労働協約締結権は無意味になるので、この権利を保障し、
且つ、これに関する紛争を急速、平和的かつ合理的に解決するために、仲裁制度が
設けられたのであつて、争議権の剥奪とは、無関係のものである。このことは、仲
裁の申請が、争議権を剥奪された職員の側からだけではなく、公共企業体その他の
者から、例えば賃金値下等についても、なされ得ることに徴しても、明らかである
（公労法第三四条参照）。



二　本件裁定の効力
（一）　日本国有鉄道は、従前国の行政機関である運輸省が経営していた当時とは
異なり、国から独立した公法上の法人であり、その経営の面においては自主性が認
められている。しかし、日本国有鉄道は、その資本金の全額が国家の出資よりなる
完全国有の法人であることから、実定法上、財政の面においては、国の行政機関と
同一の取扱をうけ、国会の管理に服している（日本国有鉄道法第五条、旧（昭和二
六年法律第二六二号による改正前）及び現行第三六条以下）。
　従つて、日本国有鉄道が債務負担行為をすることができるのは、本来国の行政機
関と同様、歳出予算の金額の範囲内の場合及び当該債務負担行為について予め予算
を以つて国会の議決を経た場合に限られ（旧日本国有鉄道法第三六条、財政法第一
五条、現行日本国有鉄道法第三九条の二）、かかる既定予算の範囲を超える支出を
内容とする債務負担行為は、本来無効である。殊に、公労法による労働協約及び裁
定の如く、日本国有鉄道と第三者との間の取引関係についてされた債務負担行為で
はなくして、日本国有鉄道とその機構の構成分子たる職員との間の換言すれば日本
国有鉄道の機構内の関係においてされた債務負担行為にあつては、それが既定予算
の範囲を超える支出を内容とする場合においては、本来無効である。
　しかし、かかる労働協約及び裁定が無効であるのは、一に、国会によつてこれに
要する予算的措置が講ぜられていないこと、従つて、又はその予算の審議を通じて
されるべき当該労働協約及び裁定の内容の当否についての判断を経ていないことに
由来するのである。従つて、かかる労働協約を締結した後、又はかかる裁定がされ
た後において、国会がこれに要する財政的措置を講ずることの可否及び当該労働協
約又は裁定の内容の当否について審議し、国会がこれを承認したときに、その労働
協約及び裁定を遡及的に有効ならしめることは、何等差支えないのみならず、公労
法において認めた労働協約及び裁定を尊重する立場にも適合するわけである。かよ
うな理由に基ずいて、これを明文化したのが、公労法第一六条及び第三五条但書の
規定である。かく解すれば、国会の承認は、無効行為の遡及的追認行為又は能力の
遡及的補充行為と解するのが妥当である。
　しかして、本件裁定の内容は、前記一の（一）で論じた如く、その予算上又は資
金上不可能な支出を内容とするものであり、しかも、本件裁定については、政府
は、公労法第三五条及び第一六条にいう予算上資金上不可能な支出を内容とする場
合に当該するものとして昭和二四年一二月一二日第六回国会開会中の衆議院に対
し、その議決を求めるため該裁定を提出し、同月一九日これを右裁定中前記一五億
五〇〇万円以内の支出を命ずる部分を除き残余について議決を求める旨に訂正した
が、衆議院は同月二一日これを承認しない旨議決して参議院に送付し、参議院は同
月二三日条件付にて承認の議決をなしてこれを衆議院に回付したところ、翌二四日
衆議院は該回付案を否決し且つ両院協議会を求めることも否決した。その後会期を
終るまで本件につき何等の議決なく、茲に衆参両院の一致をもつて構成される国会
の意思は裁定の右の部分を承認せざることに確定したものであるから、本件裁定は
国会の追認的行為又は能力補充的行為がなされないことに確定したことによつて、
永久に効力を発生するに由なきものとなつたといわなければならない。
（二）　かりに、債務負担行為をするについて、既定予算に拘束されるのは、日本
国有鉄道だけであつて、債務負担行為を内容とする労働協約及び裁定が既定予算の
範囲を超えても、本来その効力に影響がないという解釈を採るとしても、かかる既
定予算の範囲を超える債務負担行為を内容とする労働協約及び裁定は、公労法第一
六条及び第三五条但書の規定によつて、国会の承認のない限り、効力を発生しない
ものと解すべきである。
このことは、右法条の文言上明かであるのみならず、その実質上の理由に徴しても
疑のないところである。
　労働協約及び裁定について適用又は準用される右第一六条二項末段には、「国会
による承認があつたときは、この協定は、これに記載された日附にさかのぼつて効
力を発生するものとする。」と明文を以て規定され、殊に裁定について適用される
右第三五条においては、「当事者双方（日本国有鉄道及びその職員）とも服従しな
ければならない。」に対する但書として、「但し、第一六条に規定する事項につい
て裁定の行われたときは、同条の定めるところによる。」との規定が置かれ、予算
上又は資金上不可能な支出を内容とする裁定の行われたときは、国会の承認があつ
た場合に限り、その裁定に対して当事者双方とも服従しなければならない趣旨が明
らかであつて右両条の文言上、右と異なる解釈を採る余地はない。
　国本国有鉄道とその職員との間において、資金の支出を内容とする労働協約及び



裁定がされるのは、通常本件裁定の内容の如く、職員の賃金その他の給与の改善を
内容とする場合である。
　しかして、日本国有鉄道は、前記の如く、財政の面においては、国の行政機関と
同一に取り扱われ、国会の管理に服しているが、この国会の財政管理権を完うする
ためには、給与等の資金の支出を内容とするものはすべて国会の管理下に置き、そ
の審議に付することが当然の要請である。また、日本国有鉄道が財政の面において
国の行政機関と同一に取り扱われていることに徴し、日本国有鉄道の職員の給与に
ついても、財政の面からの要請上、国家公務員に準ずる取扱を必要とするのあでる
が、国家公務員の給与は、すべて法律によつて、即ち国会によつて定められている
（国家公務員法第六三条第一項）のであるから、日本国有鉄道の職員の給与も、最
終的には国会によつて定められるべきである。日本国有鉄道の職員の給与は、日本
国有鉄道法第三八条に従つて定められなければならないが、労働協約又は裁定によ
つて定まつた給与が右法条に適合するや否やは、国権の最高機関であり、且つ、日
本国有鉄道の予算についてその決定権を有する国会において審議するのが妥当であ
る。かように、日本国有鉄道の資金の支出を内容とする労働協約及び裁定は、その
内容の当否についても国会の審議を実質上必要とするものである。しかして、既定
予算の範囲内において、その予算上又は資金上可能な資金の支出を内容とする労働
協約及び裁定については、国会は既にこの既定予算の審議を通じて、かかる労働協
約及び裁定の内容を包括的に承認しているのであるから、かかる労働協約及び裁定
については、再度国会の審議及び承認を必要としない。これに反し、既定予算を超
えて、この予算上又は賃金上不可能な資金の支出を内容とする労働協約及び裁定に
ついては、国会は、まだその内容について審議せず、従つて承認もしていないか
ら、新たにこれを国会の審議に付した上、その議決に従つて処理することを要す
る。そこで、この要請を充足するために、公労法第一六条及び第三五条但書の規定
を設けて、かかる労働協約及び裁定については、国会の審議に付しその承認のあつ
たときは、遡及的に効力を発生せしめ、その承認のないときは、失効せしめること
としたのである。従つて、かかる労働協約及び裁定は、国会の承認を停止条件とし
て効力を発生するものと解して妨げない。
　しかして、前記の如く、本件裁定の内容は、日本国有鉄道の予算上又は資金上不
可能な資金の支出を内容とするものであり、且つ、本件裁定については、国会の承
認がないことに確定したのであるから、本件裁定は、停止条件が不成就に確定した
ことによつて、永久に失効したものといわざるを得ない。
　以上のように、本件裁定は効力を発生せずして終つたのであるから、本件裁定が
現に有効たることを前提とする原告の本訴請求は失当として排斥されなければなら
ない。
第五　被告の主張に対する答弁と反論
（答弁）
　被告の主張二の（一）のうち、その主張の日に政府が第六回国会開会中の衆議院
に対し議決を求めるため本件裁定を提出し、或いは議決を求める趣旨を訂正したと
ころ、衆議院および参議院が被告主張の日にその主張の如く議決したことは認め、
法律上の主張は争う。
（反論）
一　仲裁制度の趣旨
　仲裁制度は、憲法第二八条の保障する争議権を公共企業体の職員から剥奪した代
償措置として、又同法第二五条の保障する生存権の具体的保障として設けられたも
のであるから、可能な限りその実効あらしめるものとして仲裁制度を考えるのが法
の趣旨に合致する解釈態度である。ところで被告の主張するように「予算上、資金
上不可能な資金の支出」の意味を「予算で定められた給与総額」の枠をこえるすべ
ての支出と解し、更に予算上、経費の移流用、予備費の使用に必要とされる主務大
臣の許可は自由裁量であるとした場合、果して仲裁裁定は「代償機能」としての役
割を果すであろうか。
　そもそも予算上「給与総額」は、前年度の給与を基準に定期昇給を加えたものを
大蔵省が決定し国会の承認をうけているのであるから、その範囲内で給与が支出さ
れたことに使用者が反対することはありえず、労使間で紛争が生ずる余地はない。
労使間で紛争が生ずるのは、労働者がこのあらかじめ定められた「給与総額」によ
る配分では、賃金が低く過ぎるとし、その枠をこえる賃金を要求するところに、労
使の賃金問題をめぐる紛争が生ずるのである。仲裁手続は右のような紛争を解決す
るためのものであり、現に今日まで国鉄の基準賃金についてなされた仲裁裁定で、



あらかじめ予算で定められた給与総額の枠をこえなかつたものは一つもない。とこ
ろが、被告の主張のように解すると、これらの裁定はすべて「予算上、資金上不可
能な資金の支出」となり政府を拘束しないことになる。しかも主務大臣は予算の移
流用、予備費の使用について完全な自由裁量権をもつというのであるから、たとえ
国鉄の予算全体からみて右の措置をとれば支出可能であつても、主務大臣は何の拘
束もうけず、従つて仲裁裁定の命ずる賃金の支払はなされないことになる。かくて
は公共企業体の正常なる運営と公共の福祉を擁護せんとした立法の精神は全く没却
される結果に立ち到るのである。
二　公労法第三五条第一六条の規定の意義
　公労法第三五条によつて適用される第一六条二項は「予算上資金上不可能な資金
の支出」を内容とする場合には、「政府はその締結后一〇日以内に、事由を付しこ
れを国会に付議して、その承認を求めなければならない」としている。つまり国会
に承認権を与えているのであり、政府に承認権を与えているのではない。この点に
留意する必要がある。
　そもそも、公共企業体の予算内での項目の移流用及び予備費の支出は、国会の承
認事項ではなく、主務大臣の承認事項とされているに過ぎないのである（予算の移
流用につき、国鉄法第三九条の一四、予備費の支出につき同法三九条の六。但し何
れの場合も政府関係予算総則で、役職員の給与のための支出については主務大臣の
承認をうけるべき旨指定されている。）。そして、予算作成后に生じた避けること
のできない事由によつて必要が生じたときは、国鉄は補正予算を提出することとな
る（同法第三九条の一一）。この場合はもとより予算の審議権をもつ国内の承認が
必要である。
　従つて、公労法第一六条が「予算上資金上不可能な資金の支出」の場合、これを
国会に付議し、その承認が必要であるとしているのは、後者の場合、すなわち、予
算の移流用、予算費の支出ではまかなえず、補正予算を必要とする場合をさしてい
ると考えるべきであり、もし被告のいうように「予算上」の意味を既に定められた
予算の項である給与総額というように解するならば、法はその承認権を政府ないし
主務大臣に与えている筈である。
　仲裁裁定の効力は、国鉄の総予算の枠内で、その移流用予備費の支出でまかなえ
る場合は直ちに支払義務を生ずるものとし、その総枠内での処理が不可能で補正予
算を必要とする場合に限り、予算の審議権との関係で国会に承認権を与えたと解す
るのが、以上の法文の建前から当然である。
　本来、予算の項目の移流用、予備費の支出というのは国鉄等の資金支出の内部規
定であり、それを行なうのに主務大臣等の承認が必要であるというのは監督権者が
不正な支出を防止するために設けられた手続規定であつて、公共企業体等が第三者
に対して負う債務の履行義務に変動を来たすものではない。例えば国鉄が大事故を
おこし巨額の損害賠償金の支払を余儀なくされた場合、あらかじめ予定された予算
の項目の額ではまかなえない場合もありうるであろう。その時、被害者に対し、主
務大臣等の承認がうけられないから、損害金の支出ができないなどということが法
律上理由にならないのはいうまでもない。被害者は主務大臣の承認の有無にかかわ
らず、損害金の支払をうけるべく国鉄の財産の差押その他強制執行を行ないうるこ
と論を俟たない。
　このような点からみると、公労法第三五条が「予算上資金上不可能な資金の支
出」とあるのを、わざわざ、「予算の項目上不可能な支出」と読みかえ、更にそれ
は主務大臣の承認が必要であるというのは、仲裁裁定制度の根本の趣旨にも合致し
ないし、法文上の建前にも反すること明らかである。
　このような解するときは、予算の移流用、予備費の支出についての主務大臣の承
認の法的性質が自由裁量か法規裁量かということは本質的問題にならない。裁判所
は、国鉄の予算の総枠からみて、支出可能と認められる（本件では被告は総予算の
範囲内一八億円の支出が可能であることを自認している）金額について支払を命ず
ればよいのであつて、その金額支払の内部的手続にすぎない主務大臣の許可の性質
を論ずる実益に乏しい。
　しかし、もし敢えて、仲裁裁定履行のための「予算の移流用、予備費の支出」に
ついて内部手続上必要な主務大臣等の承認の法的性格を論ずるなら、もとより法規
裁量と解すべきである。さもない限り、前述のとおり、基本的人権の制約の代償と
して設けられた仲裁裁定制度―それは政府機関から独立の準司法的委員会である―
の意義は全く失われる。すなわち、主務大臣の自由裁量ということになれば、政策
的配慮その他司法判断になじまない政治的判断によつて、全く自由に裁定の効力を



左右できることになるから、独立の準司法的機関の存在の意義はなくなること明ら
かである。
第六　証拠（省略）

　　　　　　　理　　　由

一　訴の変更の許否について。
　原告は、当初の「公共企業体仲裁委員会のした本件裁定を実行しなければならな
い」との請求の趣旨を昭和四五年九月四日の第三四回口頭弁論期日に前記請求の趣
旨のとおり減縮変更の申立をしたところ、被告は、当初の請求が東京地方裁判所昭
和二四年（ヨ）第三五五八号仮処分申請事件における、被申請人（被告）は本件裁
定に従わなければならない旨の仮処分判決に関して、同裁判所が発した起訴命令に
基づいて提起された本案訴訟であるから、請求の基礎に変更がなくとも、仮処分命
令により保全された請求権ないし利益が減縮変更された場合の請求権は同一性を欠
く故、右訴の変更は許されない旨主張する。
　しかし本案訴訟において請求の趣旨の減縮変更がなされた場合、保全処分命令が
事情変更により取り消されることがありうるは格別（民訴法七四七条）、請求の基
礎が同一であるかぎり、本案訴訟自体における請求の趣旨の減縮変更が許されない
と解すべき根拠は見出し難く、被告主張のように民訴法七四六条の趣旨からこれを
導くことも首肯できない。のみならず、本件においては右仮処分判決は控訴審にお
いて取り消され、確定したものであるから、民訴法七四六条の趣旨からみても、本
案訴訟の請求の趣旨変更が禁じらるべき理由はない。従つて被告の右主張は採用で
きない。
　而して右訴の変更は請求の基礎に変更がないと認められるから、許容さるべきで
ある。
二　被告が日本国有鉄道法によつて設立された公法人であつて、公労法にいう公共
企業体であり、原告が被告の職員をもつて組織された法人格を有する労働組合であ
ること、原告と被告は賃金その他雇用の基礎的条件に関する成文の労働協約を締結
するため、少くとも毎年一回団体交渉をなすべき義務があること、昭和二四年度の
団体交渉においては、（１）賃金ベースの改訂、（２）年末賞与金の支給の二点に
ついて交渉決裂し協約が成立しなかつたこと、そこで原告は同年九月一四日国鉄中
央調停委員会に調停申立をし同委員会の調停案を受諾したが、被告において受諾し
なかつたため不調となつたこと、原告は更に同年一〇月二八日公共企業体仲裁委員
会に仲裁申立をしたところ、同委員会は同年一二月二日被告職員の労働条件に関し
別紙（一）のとおり本件裁定をしたこと、被告は本件裁定に関し同月一〇日運輸大
臣を経て大蔵大臣に対し、昭和二四年度公布既定予算内から、（イ）損益勘定にお
いて（Ａ）石炭費の節約による五憶六、三三九万六千円、（Ｂ）修繕費の繰り延べ
により一一億六、六六〇万四千円、（ロ）工事勘定において人件費その他の節減に
より七、七四三万七千円、以上合計一八億七四三万七千円を支出可能として、これ
が費目の流用並びに昭和二四年度第三、四半期支出負担行為計画額の修正の承認を
求めたこと、しかるところ、大蔵大臣は右のうち、（イ）の（Ａ）については全
額、同（Ｂ）については八億六、三一九万一千円、（ロ）については七、八四一万
三千円、合計一五億五〇〇万円についてのみ費目流用の承認をしたこと、政府は、
本件裁定は公労法第三五条および第一六条にいう「予算上資金上不可能な支出を内
容とするもの」に該当するとして、昭和二四年一二月一二日第六回国会開会中の衆
議院に対しその承認議決を求めるため本件裁定を提出したが、同月一九日に至り、
これを修正して本件裁定中一五億五〇〇万円の支払を命ずる部分を除く残余につい
ての承認議決を求めたこと、ところが衆議院は同月二一日これを承認しない旨議決
して参議院に送付し、参議院は同月二三日一五億五〇〇万円以内の支出を除き、残
余は昭和二五年一月一日以降日本国有鉄道の予算上、資金上および独立採算上支出
可能となつたとき速かにこれを支給すべきものとの条件付にて承認議決してこれを
衆議院に回付したが、衆議院は同月二四日参議院からの回付案を否決し且つ両院協
議会を求めることをも否決したこと、被告は職員に対し、前記一八億七四三万七千
円のうち流用承認のあつた一五億五〇〇万円（配分方法については原告被告間の協
議により職員一人当り平均三、〇〇一円と決定した）を年末臨時給与として同月中
に支払つたが、残額三億二四三万七千円については大蔵大臣の承認が得られず又国
会の承認議決がなかつたことを理由として支払わなかつたこと、そこで原告は昭和
二五年三月三〇日公共企業体仲裁委員会に対し、本件裁定第四項に基づき前記残額



分の配分方法についての指示申立をなしたところ、同委員会は同月三一日仲裁指示
第三号をもつて別紙（二）のとおり指示を行なつたこと、以上の各事実については
当事者間に争がない。
三　予算上又は資金上不可能な資金の支出の意義
（一）　仲裁委員会の裁定が、公共企業体の予算上又は資金上可能な資金の支出を
内容とするものであるときは、即時効力を生じ労働協約と同一の効力を有すること
は公労法の規定上明らかである（同法第三五条、第一六条）。ところで本件裁定が
被告の「予算上可能な支出」を内容とするものであるというためには、
（１）　被告の既定予算中給与の「目」自体において裁定に定める金額を支出する
余裕のある場合
（２）　右の余裕がない場合においても、昭和二五年法律第六〇号、第一四一号に
よる改正前の財政法第三三条三項により国鉄総裁限りで予算の流用をなし得るか、
又は国有鉄道事業特別会計法（昭和二二年法律第四〇号）第一二条により国鉄総裁
限りで予備費の使用をなし得る場合
（３）　大蔵大臣が財政法第三三条一、二項、予算決算および会計令第一七条によ
り予算の移流用を承認した場合
（４）　財政法第三五条二、三項により、閣議において予備費の使用を決定した場
合
（以上（２）ないし（４）については、昭和二四年法律第二六二号による改正前の
日本国有鉄道法第三六条一、二項）
のいずれかの場合に限るものと解するのが相当である。即ちこれらの場合において
は、既に国会の審議を経た既定予算の範囲内において、しかも予算上定められた計
画通りの支出となるか又は財政法および会計諸法令上必要とする行政措置が講ぜら
れ流用の承認や予備費使用の決定がなされた場合であつて、予算上支出可能な場合
といえるからである。ところが本件裁定に定められた金額のうち大蔵大臣による費
目流用の承認があつた一五億五〇〇万円を除くその余の部分については右（１）な
いし（４）のいずれにも該当しないことは、前示の如き本件裁定後の経過事実に照
らして明らかである。又本件裁定に定められた金額のうち一五億五〇〇万円を除く
その余の部分について被告の昭和二四年度公布既定予算とは別にその資金上支出可
能であつたことについては、これを認め得る証拠がない。そうすると本件裁定に定
められた金額のうち一五億五〇〇万円については予算上支出可能となつたが、その
余の部分については公労法第一六条にいう「予算上又は資金上不可能な資金の支出
を内容とする」ものであるといわねばならない。
（二）　右の点について原告は、公労法第一六条にいう「予算上不可能な資金の支
出」とは、被告が補正予算を必要とする場合に限るのであつて、被告の既定予算内
での項目の移流用又は予備費の支出によつて裁定の履行が可能となるときは、予算
上資金の支出は可能であると解すべきである旨主張する。
しかしながら、かかる見解は、以下に述べるところにより、採用できない。すなわ
ち、
（１）　国鉄は従来の国有国営から独立した公法人として経営面において自主性が
認められているとはいえ、財政面では国鉄の資本は、その全額が政府の出資である
ばかりでなく（日本国有鉄道法第五条）、その毎事業年度の予算は国会の議決を要
し、公共企業体の会計を規律する法律が制定施行されるまでは、国鉄を国の行政機
関とみなして財政法、会計法等が適用され（昭和二四年法律第二六二号による改正
前の日本国有鉄道法第三六条以下）、国の予算と同様に取り扱われている（その意
味で国鉄の財政的自主性は殆んど与えられていない）。
（２）　財政に関する国会議決主義は、国の財政処理に関する憲法の基本原則であ
り、歳出入予算は国会の議決を経なければならない（憲法第八六条）。歳出予算は
当該会計年度における歳出の予定準則というべきものであり、その効力として歳出
の時期、目的および金額を限定するものであつて、国会で議決、決定された当初の
予算どおり執行されるのが原則であるが、予算編成後の事情の変化、計画の変更等
に即応した行政の能率的かつ円滑な運営を行なうため、予算執行の弾力性、効率的
使用が要請される。そのため、このような場合に追加予算又は修正予算等により予
算自体に変更を加えることなく、国会の議決と財政法、会計法等に定めるところに
より一定の範囲に限り、大蔵大臣の承認を経てなす予算の移流用、内閣の決定によ
つてなす予備費の使用を認め、予算の実行上その目的を変更して使用し実質的予算
の組み替えを生ぜしめる場合を認めたものである（財政法第三三条、第三五条）。
（３）　国鉄が、前記（１）の如く、昭和二四年法律第二六二号による改正前の日



本国有鉄道法第三六条の規定により国の行政機関とみなされ財政法等の適用を受け
ていた以上、財政法第三三条または第三五条の規定に基づく大蔵大臣の承認または
内閣の決定なくしては、予算の移流用ないし予備費の使用をなしえず、「予算上支
出不可能」といわざるを得ない。
（三）　原告は、仲裁裁定が争議権剥奪の代償機能を営むものであるから、その趣
旨に添うよう公労法第一六条、第三五条の規定を解釈すべきである旨主張する。し
かし、前記のように、被告の財政が国の財政制度に組み込まれ、予算の執行につき
財政法等の規制を受けるものである以上、仲裁制度が原告主張のように争議権剥奪
の代償として設けられたものであるからといつて、そのことから直ちに予算の流用
を要する場合に大蔵大臣の承認なくして「予算上支出可能」と解することはできな
い。
（四）　更に原告は、仲裁裁定を実行するための予算の流用等についての大蔵大臣
の承認の法的性格は仲裁裁定の前記代償的機能からして、この場合に限つて法規裁
量行為である旨主張するが、予算の移流用についての大蔵大臣の承認は、前述のと
ころからすれば、国政および国家財政全般にわたる高度の政治的、行政的判断の下
になされる裁量行為であつて、仲裁制度が設けられた趣旨およびその機能を原告主
張のとおりに解し、これを考慮に入れても、なおこの場合に大蔵大臣の判断が羈束
されると解することは相当ではない。のみならず、大蔵大臣の承認が法規裁量行為
たる性質を有すると解するにしても、大蔵大臣の承認がない以上、たとえ被告が支
出可能であるとして大蔵大臣に承認を求めた前記一八億七四三万七千円が被告の昭
和二四年度公布既定予算の範囲内の金額であるからといつて、この部分につき裁判
所が仲裁裁定の履行を命じ得るものと解することはできない。
四　本件裁定の効力
　以上の次第で、本件裁定は前示大蔵大臣の承認に係る一五億五〇〇万円を除いて
は被告の予算上又は資金上不可能な資金の支出を内容とするものであるといわなけ
ればならない。しかして、公労法第三五条但書、第一六条二項の各規定の趣旨から
考えれば、公共企業体たる被告の予算上又ハ資金上不可能な資金の支出を内容とす
る仲裁裁定は、国会の承認がない限り、その効力を失うものと解するのが相当であ
る。本件裁定は昭和二四年一二月二日になされたものであるところ、政府は、同月
一二日第六回国会開会中の衆議院に対し、その承認議決を求めるため本件裁定を提
出したが、前示の如き経過で結局国会の承認議決がなされなかつたのであるから、
本件裁定中一五億五〇〇万円を除くその余の部分については、国会の承認がないこ
とに確定したとき、すなわち衆議院が参議院からの回付案を否決し且つ両院協議会
を求めることを否決した前記昭和二四年一二月二四日その効力を失つたものといわ
ねばならない。
五　しからば、本件裁定が今なお有効であることを前提として被告に対しその実行
義務あることの確認を求める原告の本訴請求は理由がないから、失当として棄却す
ることとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判
決する。
別紙（一）
裁定
当事者
東京都千代田区＜以下略＞
国鉄労働組合
右代表者中央執行委員長　ａ
同都同区一丁目一番地
日本国有鉄道
右代表者総裁ｂ
　本委員会は、右当事者間の「賃金ペースの改訂及び年末賞与金の支給その他に関
する紛争」に付次の通り裁定する。
記
一　賃金ベースの改訂はさしあたり行わないが、少くとも経理上の都合により職員
が受けた待遇の切下げは、是正されなければならない。
二　前項の主旨により本年度においては、公社は総額四拾五億円を支払うものとす
る。
　右の中参拾億円は十二月中に支給し、一月以降は賃金ベース改訂あるまで、毎月
五億円を支給する。
　右の配分方法は両当事者において十二月中に協議決定するものとする。



三　組合の要求する年末賞与金は認められないが、公社の企業体たる精神に鑑み、
新たに業績による賞与制度を設け、予算以上の収入、又は節約が行われ、それが職
員の能率の増進によると認められる場合には、その額の相当部分を職員に賞与とし
て支給しなければならない。
四　本裁定の解釈又はその実施に関し当事者間に意見の一致を見ないときは本委員
会の指示によつて決定するものとする。
昭和二十四年十二月二日
公共企業体仲裁委員会
委員長　ｃ
委員　ｄ
同　ｅ
別紙（二）
昭和二十五年三月三十一日
仲裁指示第三号
　仲裁指示書
公共企業体仲裁委員会
　指示
当事者
東京都千代田区＜以下略＞
日本国有鉄道内　国鉄労働組合
右代表者中央執行委員長　ａ
同都同区＜以下略＞
右代表者総裁　ｂ
　右当事者間の「賃金ベースの改訂及び年末賞与金の支給その他に関する紛争」に
つき、本委員会の行なつた仲裁裁定第一号裁定記第四項に基き本月三十日、国鉄労
働組合から三億二百四十三万七千円の配分方法について、本委員会に指示申請があ
つたので次のことを指示する。
　記
三億二百四十三万七千円の支払いの際は、その配分方法は職員一人当り一率に六百
五円とすること。
昭和二十五年三月三十一日
公共企業体仲裁委員会
委員長　ｃ
委員　ｄ
同　ｅ


